
１ 福井市環境基本条例 

従来からの産業型公害に加え、近年、地球温暖化をはじめとした地球環境問題、都市・生活

型公害、廃棄物等の幅広い環境問題へ対応し、環境保全施策の総合的かつ計画的な推進をする

など新たな環境行政の枠組み構築を法的に担保するため、平成 11 年 3 月に「福井市環境基本条

例」を制定しました。この条例では、環境保全に関する基本理念、行政・市民・事業者それぞ

れの責務、環境保全施策の基本方針、環境基本計画の制度化などを定めており、本市環境行政

の基本的拠り所となるものです。環境基本計画策定に当たっての市民・事業者からの意見の反

映、環境保全施策の推進に向けた行政・市民・事業者等の連携体制の整備など、市民参加の仕

組みを規定していることも特徴となっています。 

 

１ 健全で恵み豊かな環境の保全と将来にわたる維持 

２ 環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築 

３ 多様な自然環境の保全に配慮した人と自然との共生社会の実現 

４ 事業活動及び日常生活等における地球環境保全活動の推進 

 基本理念（福井市環境基本条例第３条より）
 

 

 

 

 

２ 福井市環境基本計画 

福井市環境基本計画は、福井市環境基本条例の基本理念の実現に向けて、環境の保全に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、福井市総合計画の基本構想及び基本計画を踏ま

えて、平成 13 年 3 月に策定しました。 

また、当初計画策定後における取り組みの進行状況や、計画策定後５年が経過した間の社会

動向の変化への対応、市町村合併による市域の拡大などを踏まえ、数値目標や地域別環境配慮

指針などの見直しを行うため、平成 19 年 3 月に改定しました。 

 

（１） 望ましい環境像 

20 年後を展望した福井市の望ましい環境都市像を「みんなで育てる水と緑の環境都市・ふく

い」と設定し、その実現に向けてさまざまな取組を進めていきます。 

 

（２） 対象とする環境の範囲 
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（３） 環境施策の体系 

   福井市が環境の保全・創造に向けて取組むべき環境保全施策を体系的に示します。 

１．生活環境の保全と創造に向けて 

 
  （基本施策） １．すがすがしい大気の確保 
         ２．きれいな川・海・池などの確保 
         ３．まちの静けさの確保 
         ４．豊かできれいな地下水の確保 
         ５．地盤沈下の防止 
         ６．有害化学物質による汚染の防止 
         ７．公害防止に関する総合的な取組 

施策の基本方針１：良好な生活環境の確保 

 
  （基本施策） １．ごみの減量 
         ２．ごみの資源化 
         ３．ごみの適正処理 
         ４．不法投棄の防止 

施策の基本方針３：ごみの減量と適正処理 

 
  （基本施策） １．資源の有効利用 
         ２．エネルギーの有効利用 
         ３．新エネルギーなどの活用 

施策の基本方針２：循環型まちづくりの推進 

長期目標：日々の暮らしを見つめ直し、健康で安全な環境を育む  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．自然環境の保全と回復に向けて 

 
  （基本施策） １．山林の保全と回復 
         ２．水辺の保全と回復 
         ３．里地の保全と回復 
         ４．自然景観の保全 
              （※水辺は海、川、池、湧水地を含む） 

施策の基本方針１：豊かな自然環境の保全と回復 

 
  （基本施策） １．身近な動植物とのふれあいの推進 

施策の基本方針３：動植物とのふれあいの推進 

 
  （基本施策） １．地域生態系の保全 
         ２．希少な動植物の保護 
         ３．希少な地形・地質の保全 

施策の基本方針２：生物の多様性の確保 

長期目標：自然の営みを見つめ、恵み豊かな環境を守る 
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３．快適環境の保全と創造に向けて 

 
  （基本施策） １．やすらぎを感じる緑環境の創造 
         ２．身近な緑の適正管理 

施策の基本方針１：豊かな緑の創造と育成 

 
  （基本施策） １．貴重な歴史的資源の保存と文化遺産の伝承 
         ２．歴史的資源と文化遺産の積極的な広報と活用 

施策の基本方針３：歴史的資源と文化遺産の保存と活用 

 
  （基本施策） １．豊かさを感じる街並み景観の創造 
         ２．個性豊かな地域景観を育む公共施設の整備 

施策の基本方針４：魅力ある地域景観の創造 

 
  （基本施策） １．安心して親しめる水辺の創造 
         ２．身近な水辺とのふれあいの推進 

施策の基本方針２：豊かな水辺の創造と活用 

長期目標：水と緑に親しみふれあい、歴史と文化を生かし、誇りと愛着の
深まる環境を育む

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．地球環境の保全に向けて 

 
  （基本施策） １．地球温暖化の防止 
         ２．酸性雨対策の推進 
         ３．その他の地球環境問題への対応 

施策の基本方針１：地球環境問題への対応 

 
  （基本施策） １．市民、事業者の自主的活動の支援・育成 
         ２．環境に配慮した事業活動の促進 

施策の基本方針３：環境に配慮した活動の推進 

 
  （基本施策） １．環境学習の推進 
         ２．環境情報の提供 

施策の基本方針２：環境学習の推進 

長期目標：青く美しい地球を守るため、力を合わせて取り組む  
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（４） 重点取組 

環境保全施策の中でも、短期的かつ重点的に進めていく施策を重点取組として位置づけてい

ます。 

 

～ 重  点  取  組 ～ 

 

 環境学習に関連する施策を体系化し、学校、家庭、地域、職場における環境学習を

推進します。この取組によって市民や事業者の正しい知識と環境保全意識を高め、他

の施策を進めていくうえでの土台を築きます。 

Ⅰ）環境を大切にするひとづくり      （啓発・学習） 

 行政、市民、事業者及び滞在者がそれぞれの立場で積極的に行動し、お互いが協力

し合いながら環境保全に取り組むための制度、体制を整えていきます。 

Ⅱ）環境保全のパートナーシップづくり   （連携・協働） 

 福井市の地域個性ともいえる「水と緑」を守り育てるとともに、その根源である豊

かな自然となかよく暮らすことを目指し、資源やエネルギーの浪費を抑えた無理・無

駄のない社会のしくみやライフスタイルを築いていくための取組を進めます。 

Ⅲ）自然の恵みを生かした都市づくり    （共生・循環） 
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（５） 計画の推進体制 

計画の推進は、各主体の協働の下、以下に示す体制で臨みます。 

 

各主体の協働による環境基本計画の推進  

 

報告 

報告 

＜ 市民・滞在者 ＞ 

○指針に基づく 

環境配慮の実践 

○地域活動を核とした 

自主的取組 

○地域相互の情報交換と 

    ネットワークづくり 

○家庭や地域での環境学習 

○学校などとの 

連携による取組 

＜ 事 業 者 ＞ 

○指針に基づく 

環境配慮の実践 

○職場での環境学習 

○事業者間の情報交換と 

    ネットワークづくり 

○市民・滞在者への呼びかけ 

福
井
市
環
境
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
会
議 

○
実
践
的
な
取
組
の
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画
・
実
施 

○
計
画
推
進
状
況
の
点
検 

○
各
主
体
間
の
連
絡
・
情
報
共
有 

＜ 行 政 ＞ 

福井市環境基本計画推進連絡会議 

○率先した環境配慮の実践 

○基本施策の推進と進行管理 

○環境基本計画の見直し検討 

○市民、事業者、 

滞在者の支援 

（意識啓発・情報提供・リーダー養成等）

○庁内各課の連絡・調整 

連
携
・
協
働 

連携・協働 

参画 

参画 

参画 

提言 

評価 

福
井
市
環
境
審
議
会

連携・協働 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境保全に向けた自主的な取組 

行政、市民、事業者及び滞在者それぞれが、環境基本計画に基づき、お互いの活動について
の連絡・調整、情報の共有を図りながら、自主的な環境保全の取組を展開します。また、市（行
政）は、こうした各主体における取組を促進するため、積極的な支援を進めていきます。

福井市環境パートナーシップ会議の役割（実践的な取組の企画・実施、年度報告の点検） 

 福井市環境パートナーシップ会議は、実践的な取組の企画・実施（各主体の実行計画づくり
の支援や普及啓発イベントの実施等）と各主体間の情報共有を進めていきます。また、市（行
政）からの計画内容の実施状況に関する年度報告を受け、計画の推進状況を点検し、是正措置
等について市へ提言します。 

福井市環境審議会への報告と結果の公表 

 市長は、年度報告及び福井市環境パートナーシップ会議の提言内容について環境審議会へ報
告し、評価を受けた後、結果を公表します。その結果、必要がある場合は基本計画の見直しを
行います。 

福井市環境基本計画推進連絡会議の役割（環境保全に向けた施策の企画・推進） 

 市（行政）は、福井市環境基本計画推進連絡会議を設置し、各課の連絡・調整を図りながら、
環境基本計画に掲げる基本施策の総合的な推進にあたります。 
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（６） 各主体の役割 

 策定後 10 年間を始動期（2001 から 2005 年）と発展期（2006 年から 2010 年）に分けて考え、

始動期においては各主体が自主的な取り組みを進める中で、行政がリーダーシップを発揮して

重点取組を積極的に推進します。そして、発展期においては、行政の支援を受けながら市民、

事業者及び滞在者が主体的に加わり、各主体が一体となって環境づくりを推進していきます。 

 

（７） 計画の進行管理 

 計画の進行は、短期的観点と長期的観点の両方から、「計画（方針・目標設定）→実践→点検

→見直し」という環境管理システムの基本的なサイクル（ＰＤＣＡ）で管理していきます。 

 

 

３ 福井市環境パートナーシップ会議 

 

（１） 設置の経緯と役割 

「福井市環境パートナーシップ会議」（以下、「パートナーシップ会議」という。）は、行政、

市民、事業者等各主体が連携・協働して、「福井市環境基本計画」（以下、「基本計画」という。）

の効率的かつ効果的な推進を図るために、その母体として平成 13 年 8 月に発足しました。 

福井市環境基本条例第 27 条に規定する各主体間における連携体制の整備の一環として、基本

計画に位置づけられた「（仮）計画推進市民会議」を具現化したものです。 

福井市も、一都市として、廃棄物の増大など身近な問題はもとより、地球温暖化を始めとし

た地球規模の環境問題の解決に向けて努力していく責務があることから、パートナーシップ会

議は、連携・協働の母体として、リーダーシップを発揮し、市民一人ひとりの実践的な取組を

促進する施策や事業を企画・実施しています。 

 

（２） 所掌事務 

 パートナーシップ会議では以下のような活動を行っています。 

・ 環境の保全と創造に関する実践的な取り組み、特に基本計画の重点取組に関する事業

の企画及び実施。 

・ 環境の保全と創造に関する情報の共有。 

・ 基本計画の推進状況の点検。 
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（３） 委員構成 

以下（①～⑦）から、市長が委嘱又は任命します（33 名：平成 22 年 4 月 1 日現在）。 

① 学識経験者 

② 環境保全に関心の高い市民（公募を含む。） 

③ 市民団体の関係者 

④ 環境保全に関心の高い事業者（ISO14001 認証取得企業等） 

⑤ 事業者団体の関係者 

⑥ 市行政の関係者 

⑦ その他市長が必要と認める者 

  

（４） 平成２２年度実施した活動 

  ① 全体会の開催 

  ② 基本計画年度報告の点検 

  ③ 福井市環境展への参画 

  ④ 福井・環境ミーティングの開催 

  ⑤ 学校版環境ＩＳＯに係る学校訪問の実施 

  ⑥ 家庭版環境ＩＳＯの推進・啓発 

  ⑦ ホームページの運用 

  ⑧ 環境教育ネットワークプロジェクト 

・ 身近な環境セミナーの開催（野外） 

・ 暮らしと環境考えるセミナーの開催（座学） 

・ 東藤島地区での自然体験学習（４回シリーズ） 

  ⑨ 福井２０５０プロジェクト 

・ 脱温暖化セミナーの開催 

・ 環境先進地への視察交流会の実施 

・ あじさいトークの実施 

  ⑩ みどりのカーテンプロジェクト 

・ 育成講習会の開催 

・ コンテストの開催 

  ⑪ エコカレッジ福井プロジェクト 

・ 市民環境大学「エコカレッジ福井」の運営 
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